










































規２－（２） 

 

② 

議案第２８号 

 

静岡市育英条例施行規則の一部改正について 

 

 静岡市育英条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。  

  令和４年３月１１日提出 

 

静岡市教育委員会   

教育長 赤 堀 文 宣  

（教育委員会事務局教育局児童生徒支援課） 

 

記 

 

１ 内  容   別紙のとおり 

２ 提案理由    申請の際の市民等の負担を軽減するとともに、行政手続のデジタル化を

推進するための第一歩として、静岡市総合運動場条例施行規則等の改正を

行ったが、今回更に静岡市育英条例施行規則についても、押印を不要とす

る等の所要の規定を改正するものである。 



                      例規概要説明書 

審査議案 第    号 静岡市例規集 第３巻6053頁 

 

 

例規概要説明書（教育委員会事務局教育局児童生徒支援課） 

１ 例規の名称 静岡市育英条例施行規則の一部を改正する規則 

２ 制定改廃の別

（該当を選択） 
□制定    ■一部改正    □全部改正    □廃止 

３ 制定改廃の

理由 

情報通信技術の発展の状況を踏まえると、市民等の利便性という観点か

ら行政手続のデジタル化を拡充していくことが必要である。しかし、市民

等に押印を求めていることが行政手続のデジタル化の障壁の一つとなって

いる。 

これまで、本市では市民等が提出すべき書類について、本人確認の観点

から押印を求めてきた。 

しかし、印鑑証明書により印影と文書の名義人の印章の一致を確認する

ことができる実印による押印を除き、押印による本人確認の効果は限定的

でありその意味は極めて小さいものと考えられる。 

このことから、本市では、申請の際の市民等の負担を軽減するとともに、

行政手続のデジタル化を推進するための第一歩として、静岡市総合運動場

条例施行規則（平成15年教育委員会規則第２号）等の改正を行ったが（静

岡市総合運動場条例施行規則等の一部を改正する規則（令和３年教育委員

会規則第５号））、今回更に静岡市育英条例施行規則（平成15年教育委員会

規則第43号）についても、押印を不要とする等の所要の規定を改正する必

要があるため。 

４ 施行期日 令和４年４月１日  

５ 制定改廃の

概要 

申請書、申込書、届出書その他の一般の方や事業者が市に提出する書面

（以下「申請書等」という。）のうち、これに押印することとされているも

のについて、押印を要しないものとするため、それらの申請書等について

定める規則に関し、所要の改正することとした。 

６ 法的に検討

すべき事項 

特になし 

 

７ 関係する法

令･条例等 

地方自治法 ほか 

８ 予算措置等

特記事項 

特になし 

 



 

 

静岡市教育委員会規則第  号 

 静岡市育英条例施行規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  令和  年  月  日 

 

静岡市教育委員会         

教育長              

 

   静岡市育英条例施行規則の一部を改正する規則 

静岡市育英条例施行規則（平成15年静岡市教育委員会規則第43号）の一部を次のように改正

する。 

様式第１号中「 」を削る。 

様式第３号中「印」を削る。 

様式第４号中「 」を削る。 

様式第５号中 

「       住 所 

  本   人  

        氏 名       」

を 

「      住 所 

 本   人  

       氏 名 」

に改め、同様式に（注）

として次のように加える。 

 （注）保護者及び連帯保証人の印は実印を押印し、印鑑証明書１通を添付してください。 

様式第６号から様式第14号までの規定中「 」を削る。 

様式第15号中 

「 

氏 名   貸 与 総 額 円 を 

                                        」 

「 

氏 名  貸 与 総 額 円 に 

                                        」 

改め、同様式に（注）として次のように加える。 

 （注）保護者及び連帯保証人の印は実印を押印し、印鑑証明書１通を添付してください。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 



様式第 1 号(第 2 条関係)  

 

奨 学 金 貸 与 申 請 書 

 

年  月  日   

 

  (宛先)静岡市教育長 

本籍地           

住 所            

本 人 氏 名        印   

                                          電 話            

 

                       本籍地            

                       住 所            

保護者 氏 名        印   

電 話 

本人との続柄         

 

  私は    立         学校      部     科に入学しました

ので、在学中奨学金を貸与くださるよう申請します。 

 

 

改正前 
様式第 1 号(第 2 条関係) 

 

奨 学 金 貸 与 申 請 書 

 

年  月  日   

 

  (宛先)静岡市教育長 

本籍地           

住 所        

本 人 氏 名         

                                          電 話            

 

                       本籍地            

                       住 所            

保護者 氏 名         

電 話 

本人との続柄         

 

  私は    立         学校      部     科に入学しました

ので、在学中奨学金を貸与くださるよう申請します。 

 

 

改正後 



様式第 3 号(第 2 条関係) 

 

奨 学 生 推 薦 調 書 

 

年  月  日   

  (宛先)静岡市教育長 

学校長        印   

  次のとおり推薦します。 

本

人 

氏 名 年  月  日生 

住 所   

学 校 名 年度卒業 

教
科
の
学
習 

  

行
動
及
び
性
格 

  

健

康

状

態 

  

出 

欠 

状 

況 

出席すべき日数 出 席 し た 日 数 欠 席 の 主 な 理 由 

日 日  

総 

合 

評 

定 

   

 

改正前 
様式第 3 号(第 2 条関係) 

 

奨 学 生 推 薦 調 書 

 

年  月  日   

  (宛先)静岡市教育長 

                        学校長            

  次のとおり推薦します。 

本

人 

氏 名 年  月  日生 

住 所   

学 校 名 年度卒業 

教
科
の
学
習 

  

行
動
及
び
性
格 

  

健

康

状

態 
  

出 

欠 

状 

況 

出席すべき日数 出 席 し た 日 数 欠 席 の 主 な 理 由 

日 日  

総 

合 

評 

定 

   

 

改正後 



 

 

様式第 4 号(第 2 条関係) 

 

奨 学 金 調 書 

 

 

年  月  日   

 

 

  (宛先)静岡市教育長 

 

 

 1 奨学金の名称 

 

 

 2 奨学金の貸与(給付)を受けているところ 

 

 

 3 奨学金の貸与(給付)を受けるようになった年月日 

 

 

 4 奨学金の月額 

 

 

  上記のとおり奨学金の貸与(給付)を受けています。 

 

 

氏 名        印   

 

 

改正前 
様式第 4 号(第 2 条関係) 

 

奨 学 金 調 書 

 

 

年  月  日   

 

 

  (宛先)静岡市教育長 

 

 

 1 奨学金の名称 

 

 

 2 奨学金の貸与(給付)を受けているところ 

 

 

 3 奨学金の貸与(給付)を受けるようになった年月日 

 

 

 4 奨学金の月額 

 

 

  上記のとおり奨学金の貸与(給付)を受けています。 

 

 

氏 名          

 

 

改正後 



様式第 5 号(第 2 条関係) 

 

誓 約 書 

 

 
収 入

印 紙 

年  月  日  

 

 

  (宛先)静岡市教育長 

     金     円也 

 

 

 住 所            

     本 人                

氏 名        印   

                                          住 所            

         保 護 者                

氏 名        印   

                                          住 所            

                       連帯保証人                

氏 名        印   

 

 

  静岡市奨学生として頭書の金額を  年  月  日から  年  月  日までの

間、月額  円づつ貸与を受け、これを借用するについては、静岡市育英条例の規定を

遵守し、市に迷惑を及ぼさないため、後日の証として本書を差し出します。 

 

 

 

改正前 
様式第 5 号(第 2 条関係) 

 

誓 約 書 

 

 
収 入

印 紙 

年  月  日  

 

 

  (宛先)静岡市教育長 

     金     円也 

 

 

 住 所            

     本 人                  

                                                      氏 名           

                                          住 所            

         保 護 者                

氏 名        印   

                                          住 所            

                       連帯保証人                

氏 名        印   

 

 

  静岡市奨学生として頭書の金額を  年  月  日から  年  月  日までの

間、月額  円づつ貸与を受け、これを借用するについては、静岡市育英条例の規定を

遵守し、市に迷惑を及ぼさないため、後日の証として本書を差し出します。 

 （注）保護者及び連帯保証人の印は実印を押印し、印鑑証明書１通を添付してください。 

 

 

改正後 



様式第 6 号(第 2 条関係) 

 

卒 業 届 

 

年  月  日   

 

  (宛先)静岡市教育長 

住 所            

          本 人                

氏 名        印   

                                           住 所            

                         保護者               

氏 名        印   

    年  月  学校  部  科を卒業しましたのでお届けします。 

 

 

改正前 
様式第 6 号(第 2 条関係) 

 

卒 業 届 

 

年  月  日   

 

  (宛先)静岡市教育長 

住 所            

          本 人                

氏 名            

                                           住 所            

                         保護者               

氏 名             

    年  月  学校  部  科を卒業しましたのでお届けします。 

 

 

改正後 



様式第 7 号(第 2 条関係) 

休 学 届 

 

年  月  日   

 (宛先)静岡市教育長 

学校名    ( 学年)    

          本 人 住 所            

                            氏 名        印   

                                      住 所            

保護者               

氏 名        印   

  次のとおり休学しますのでお届けします。 

            年  月  日 から 

 1 休学期間 

            年  月  日 まで 

 2 事 由 

 

 

改正前 
様式第 7 号(第 2 条関係) 

休 学 届 

 

年  月  日   

 (宛先)静岡市教育長 

学校名    ( 学年)    

          本 人 住 所            

                   氏 名            

                                      住 所            

保護者               

    氏 名            

  次のとおり休学しますのでお届けします。 

            年  月  日 から 

 1 休学期間 

            年  月  日 まで 

 2 事 由 

 

 

改正後 



様式第 8 号(第 2 条関係) 

 

復 学 届 

 

 

年  月  日   

 

 

  (宛先)静岡市教育長 

 

 

学校名    ( 学年)

本 人 住 所 

氏 名        印   

                                      住 所            

保護者                

氏 名        印   

 

 

  次のとおり復学しますのでお届けします。 

 

 1 復学期日     年  月  日 

 

 2 事 由 

 

 

 

 

            年  月  日 から 

 3 休学期間 

            年  月  日 まで 

 

 

改正前 
様式第 8 号(第 2 条関係) 

 

復 学 届 

 

 

年  月  日   

 

 

  (宛先)静岡市教育長 

 

 

学校名    ( 学年)

本 人 住 所 

氏 名            

                                      住 所            

保護者                

    氏 名          

 

 

  次のとおり復学しますのでお届けします。 

 

 1 復学期日     年  月  日 

 

 2 事 由 

 

 

 

 

            年  月  日 から 

 3 休学期間 

            年  月  日 まで 

 

 

改正後 



様式第 9 号(第 2 条関係) 

 

 

退 学 届 

 

 

年  月  日   

 

 

  (宛先)静岡市教育長 

 

学校名    ( 学年) 

本  人 住 所 

氏 名        印   

            住 所            

         保 護 者                

氏 名        印   

              住 所            

              連帯保証人                

氏 名        印   

 

  次のとおり退学しましたので奨学金の貸与を辞退いたしたくお届けします。 

 

 

 1 退学期日     年  月  日 

 

 2 事 由 

 

 

 

改正前 
様式第 9 号(第 2 条関係) 

 

 

退 学 届 

 

 

年  月  日   

 

 

  (宛先)静岡市教育長 

 

学校名    ( 学年) 

本  人 住 所 

氏 名            

住 所            

         保 護 者               

氏 名            

住 所            

              連帯保証人                

氏 名            

 

  次のとおり退学しましたので奨学金の貸与を辞退いたしたくお届けします。 

 

 

 1 退学期日     年  月  日 

 

 2 事 由 

 

 

 

改正後 



様式第 10 号(第 2 条関係) 

 

住 所 等 異 動 届 

年  月  日   

  (宛先)静岡市教育長 

学校名    ( 学年)    

          本 人                

氏 名        印   

住 所 

                          保護者                

氏 名        印   

  次のとおり     を変更しましたのでお届けします。 

 1 変更年月日     年  月  日 

 2 事 由 

 

 

改正前 
様式第 10 号(第 2 条関係) 

 

住 所 等 異 動 届 

年  月  日   

  (宛先)静岡市教育長 

学校名    ( 学年)    

          本 人                

                   氏 名            

                   住 所 

                          保護者                

                   氏 名            

  次のとおり     を変更しましたのでお届けします。 

 1 変更年月日     年  月  日 

 2 事 由 

 

 

改正後 



様式第 11 号(第 2 条関係) 

 

奨 学 生 死 亡 届 

年  月  日   

  (宛先)静岡市教育長 

学校名    ( 学年)    

                          奨学生                

                                          氏 名            

                                          住 所            

保護者                

氏 名        印   

  上記の奨学生が死亡しましたから戸籍抄本を添えてお届けします。 

 1 死亡年月日     年  月  日 

 2 死 因 

 

 

改正前 
様式第 11 号(第 2 条関係) 

 

奨 学 生 死 亡 届 

年  月  日   

  (宛先)静岡市教育長 

学校名    ( 学年)    

                          奨学生                

                                      氏 名            

                                      住 所            

保護者                

氏 名            

  上記の奨学生が死亡しましたから戸籍抄本を添えてお届けします。 

 1 死亡年月日     年  月  日 

 2 死 因 

 

 

改正後 



様式第 12 号(第 2 条関係) 

奨学金返還免除申請書 

年  月  日   

  （宛先）静岡市長 

           

住 所            

          申請者                

氏 名        印   

 

 

奨学金の返還の免除を受けたいので、静岡市育英条例第 16 条第２項の規定により、次

のとおり申請します。 

 

 

１ 返還の免除を申請する理由 

 

 

２ 免除を受けようとする額 
 

 

 

改正前 
様式第 12 号(第 2 条関係) 

奨学金返還免除申請書 

年  月  日   

  （宛先）静岡市長 

           

住 所            

          申請者                

                   氏 名            

 

 

奨学金の返還の免除を受けたいので、静岡市育英条例第 16 条第２項の規定により、次

のとおり申請します。 

 

 

１ 返還の免除を申請する理由 

 

 

２ 免除を受けようとする額 
 

 

 

改正後 



様式第 13 号(第 2 条関係) 

 

奨 学 金 返 還 猶 予 申 請 書 

 

年  月  日   

  (宛先)静岡市長 

住 所            

本 人                

氏 名            

住 所            

保護者                

氏 名        印   

 奨学金の返還の猶予を受けたいので、静岡市育英条例第 17条の規定により、次のとおり

申請します。 

１ 猶予を受けようとする理由 

２ 猶予を受けようとする期間 

 

 

改正前 
様式第 13 号(第 2 条関係)  

 

奨 学 金 返 還 猶 予 申 請 書 

 

年  月  日   

  (宛先)静岡市長 

住 所            

本 人                

氏 名            

住 所            

保護者                

氏 名           

 奨学金の返還の猶予を受けたいので、静岡市育英条例第 17条の規定により、次のとおり

申請します。 

１ 猶予を受けようとする理由 

２ 猶予を受けようとする期間 

 

 

改正後 



様式第 14 号(第 3 条関係) 

奨 学 金 貸 与 辞 退 願 

 

年  月  日   

 

  (宛先)静岡市教育長 

学校名    ( 学年) 

本 人 住 所            

氏 名        印    

                                           住 所            

                       保 護 者                

氏 名        印   

住 所            

連帯保証人                

氏 名        印   

  次のとおり奨学金貸与を辞退したいのでお願いします。 

 

 1 辞退期日     年  月  日 

 

 2 事 由 

改正前 
様式第 14 号(第 3 条関係)  

奨 学 金 貸 与 辞 退 願 

 

年  月  日   

 

  (宛先)静岡市教育長 

学校名    ( 学年 ) 

本 人 住 所            

氏 名             

                                       住 所            

                       保 護 者                

                                       氏 名            

住 所            

連帯保証人                

氏 名            

  次のとおり奨学金貸与を辞退したいのでお願いします。 

 

 1 辞退期日     年  月  日 

 

 2 事 由 

改正後 



 

 

様式第 15 号(第 4 条関係)  

奨 学 金 返 還 明 細 書 

奨学生番号   卒業学校名   

氏 名 印 貸 与 総 額 円 

返

還

方

法 

1 年 賦   年      円 

2 半年賦   月      円 

        月      円 

3 その他 

返

還

期

間 

 

     年  月  日 

     年  月  日 

      (  年間) 

 

備

考 

  

 

 

 

 

 

本

人 

現 住 所 (   )            電話 

本 籍 地   

勤 務 先                 電話 

同所在地 (   ) 

保

護

者 

氏 名           印    年  月  日 生 

現 住 所 (   )            電話 

本 籍 地   

職 業   本人との関係   

連
帯

保
証
人 

氏 名           印    年  月  日 生 

現 住 所 (   )           電話 

本 籍 地   

職 業   本人との関係   

 

 

改正前 
様式第 15 号(第 4 条関係)  

奨 学 金 返 還 明 細 書 

奨学生番号   卒業学校名   

氏 名  貸 与 総 額 円 

返

還

方

法 

1 年 賦   年      円 

2 半年賦   月      円 

        月      円 

3 その他 

返

還

期

間 

 

     年  月  日 

     年  月  日 

      (  年間) 

 

備

考 

  

 

 

 

 

 

本

人 

現 住 所 (   )            電話 

本 籍 地   

勤 務 先                 電話 

同所在地 (   ) 

保

護

者 

氏 名           印    年  月  日 生 

現 住 所 (   )            電話 

本 籍 地   

職 業   本人との関係   

連
帯

保
証
人 

氏 名           印    年  月  日 生 

現 住 所 (   )           電話 

本 籍 地   

職 業   本人との関係   

（注）保護者及び連帯保証人の印は実印を押印し、印鑑証明書１通を添付してください。 

 

改正後 



 ① ③ 

議案第２９号 

 

静岡市立小・中学校管理規則の一部改正について 

 

静岡市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和４年３月１１日提出 

 

静岡市教育委員会 

教育長  赤 堀 文 宣 

（教育委員会事務局教育局教育総務課） 

 

記 

１ 内  容   別紙のとおり 

２ 提案理由   令和４年４月１日から、静岡市立清水両河内小学校及び静岡市立清水両河内中

学校を小中一貫校（中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校）として位置付

けるとともに、その小中一貫校の名称を「静岡市立両河内小中学校」とするため、

静岡市立小・中学校管理規則の一部を改正しようとするものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規２－(２) 



                      例規概要説明書 

審査議案 第    号 静岡市例規集 ３巻 6001頁 

 

例規概要説明書（教育委員会事務局教育局教育総務課） 

 

１ 例規の名称 静岡市立小・中学校管理規則 

２ 制定改廃の別

（該当を選択） 
□制定    ■一部改正    □全部改正    □廃止 

３ 制定改廃の

理由 

静岡市立清水両河内小学校及び静岡市立清水両河内中学校を小中一貫校

（中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校）として位置付けるととも

に、その小中一貫校の名称を「静岡市立両河内小中学校」とするため、静

岡市立小・中学校管理規則を一部改正する必要がある。 

４ 施行期日 令和４年４月１日 

５ 制定改廃の

概要 

（１）第57条の２の表に次の学校名を加える。 

学校 小中一貫校の名称 

静岡市立清水両河内小学校 

静岡市立清水両河内中学校 

静岡市立両河内小中学校 

（２）この規則は、令和４年４月１日から施行することとした。 

６ 法的な検討

事項 

 

７ 関係する法

令･条例等 

学校教育法施行規則第79条の９ 

 

８ 予算措置等

特記事項 

（１） 令和２年度決算額 31,460千円（実施設計） 

（２） 令和３年度当初予算 181,800千円（既存校舎改修等） 

（３） 継続費 普通教室等建設 481,000千円 

（令和３年度384,800千円、令和４年度96,200千円） 

（４） 令和４年度当初予算にて計上予定 53,801千円 

（５）第３次総合計画・分野別計画５子ども・教育「（仮称）両河内小中一

貫建設事業」にて位置付け 



静岡市教育委員会規則第  号 

 静岡市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  令和  年  月  日 

 

                     静岡市教育委員会 

                     教育長 

 

   静岡市立小・中学校管理規則の一部を改正する規則 

 静岡市立小・中学校管理規則（平成19年静岡市教育委員会規則第１号）の一部を次のように

改正する。 

 第57条の２の表中 

「 

静岡市立大川中学校  を                                                          

                                        」 

「 

静岡市立大川中学校  

に                                                          静岡市立清水両河内小学校 

静岡市立清水両河内中学校 

静岡市立両河内小中学校 

                                        」 

改める。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 



 

静岡市立小・中学校管理規則（平成19年静岡市教育委員会規則第１号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

第６章の２ 小中一貫校（第57条の２） 第６章の２ 小中一貫校（第57条の２） 

（通称） （通称） 

第57条の２ 次の表の左欄に掲げる学校は、省令第79条の９に基づく中

学校併設型小学校及び小学校併設型中学校（以下「小中一貫校」とい

う。）とし、その小中一貫校としての名称は、同表の右欄に掲げるも

のとする。 

第57条の２ 次の表の左欄に掲げる学校は、省令第79条の９に基づく中

学校併設型小学校及び小学校併設型中学校（以下「小中一貫校」とい

う。）とし、その小中一貫校としての名称は、同表の右欄に掲げるも

のとする。 

学校 小中一貫校の名称 

静岡市立大河内小学校 

静岡市立大河内中学校 

静岡市立大河内小中学校 

静岡市立梅ケ島小学校 

静岡市立梅ケ島中学校 

静岡市立梅ケ島小中学校 

静岡市立玉川小学校 

静岡市立玉川中学校 

静岡市立玉川小中学校 

静岡市立井川小学校 

静岡市立井川中学校 

静岡市立井川小中学校 

静岡市立大川小学校 

静岡市立大川中学校 

静岡市立大川小中学校 

 

 

 

学校 小中一貫校の名称 

静岡市立大河内小学校 

静岡市立大河内中学校 

静岡市立大河内小中学校 

静岡市立梅ケ島小学校 

静岡市立梅ケ島中学校 

静岡市立梅ケ島小中学校 

静岡市立玉川小学校 

静岡市立玉川中学校 

静岡市立玉川小中学校 

静岡市立井川小学校 

静岡市立井川中学校 

静岡市立井川小中学校 

静岡市立大川小学校 

静岡市立大川中学校 

静岡市立大川小中学校 

静岡市立清水両河内小学校 

静岡市立清水両河内中学校 

静岡市立両河内小中学校 

 



 ① ④ 

議案第３０号 

 

静岡市立小・中学校の適正規模・適正配置方針の改定に係る臨時的事務を処理

するための附属機関に関する細目を定める規則の制定について 

 

静岡市立小・中学校の適正規模・適正配置方針の改定に係る臨時的事務を処理するための附属機

関に関する細目を定める規則を次のように定める。 

令和４年３月１１日提出 

 

静岡市教育委員会 

教育長  赤 堀 文 宣      

（教育委員会事務局教育局教育総務課） 

 

記 

１ 内  容   別紙のとおり 

２ 提案理由   平成28年９月に策定した「静岡市立小・中学校適正規模・適正配置方針」を改

定するにあたり、教育分野に関し優れた識見を持つ者や地域団体代表、保護者代

表、市民代表及び小・中学校長等の関係する者の意見を広く聴取するための附属

機関の設置が必要とされるため、静岡市附属機関設置条例第２条第３項及び第４

項の規定に基づき制定するものである。 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規２－(２) 



                 例規概要説明書 

審査議案 第    号 静岡市例規集 巻    頁 

 

例規概要説明書（教育委員会事務局教育局教育総務課） 

１ 例規の名称 静岡市立小・中学校の適正規模・適正配置方針の改定に係る臨時的事務を

処理するための附属機関に関する細目を定める規則 

２ 制定改廃の別

（該当を選択） 
■制定    □一部改正    □全部改正    □廃止 

３ 制定改廃の

理由 

これまで本市の小・中学校適正規模・適正配置においては、平成24年10

月に教育委員会からの諮問を受けた「静岡市立小学校及び中学校適正規模

等審議会」から「静岡市立小学校及び中学校の適正規模・適正配置の基本

的考え方及び具体的方策」について答申がなされた。その後、平成28年２

月に「静岡型小中一貫教育推進方針」を策定した中で、学校の適正規模・

適正配置の取組を加速するための、基本的な考え方や取組の進め方等を示

す方針として平成28年９月に「静岡市立小・中学校適正規模・適正配置方

針」を策定した。 

今回、この方針を改定するにあたり、教育分野に関し優れた識見を持つ

者や自治会等の地域団体代表、保護者代表、市民及び小・中学校校長等の

関係する者の意見を広く聴取するため附属機関の設置が必要とされる。 

ただし、この「静岡市立小・中学校適正規模・適正配置方針」は、本市

総合計画に合わせて８年ごとに改定を行うことを想定しており、設置され

た附属機関の開催時期は方針改定の前年度に限定されることから、静岡市

附属機関設置条例第２条第３項及び第４項の規定に基づき、臨時的事務を

処理するための附属機関を設置し、必要な細目を定める必要がある。 

４ 施行期日 令和４年４月１日 

５ 制定改廃の

概要 

（１）「静岡市立小・中学校適正規模・適正配置方針」を改定するにあたり、

臨時的事務を処理するための附属機関を設置することとした。（第１条

関係） 

（２）附属機関の名称を「静岡市立小・中学校の適正規模・適正配置方針

改定検討会」と称することとした。（第２条関係） 

（３）所掌事務を①静岡市立小・中学校の適正規模・適正配置方針改定に

ついて調査審議すること、②静岡市立小・中学校の適正規模・適正配

置方針改定に関し、教育委員会に意見を述べること、とすることとし

た。（第３条関係） 



例規概要説明書 

 

審査議案 第    号 静岡市例規集 巻    頁 

 

 

（４）附属機関の委員を①教育分野に関し優れた識見を有する者、②町内

会、自治会その他地縁による団体の代表者、③市立の小学校及び中学

校の児童及び生徒の保護者の代表する者、④市民、⑤市立の小学校及

び中学校の校長から構成することとした。（第４条関係） 

（４）委員の任期等を委嘱の日から令和５年３月31日までと定めることと

した。（第５条関係） 

（５）会長を定めることとした。（第６条関係） 

（６）会議を定めることとした。（第７条関係） 

（７）この規則は、施行の日から施行し、令和５年３月31日限り、その効

力を失うこととした。 

 

６ 法的な検討

事項 

静岡市附属機関設置条例との整合 

７ 関係する法

令･条例等 

静岡市附属機関設置条例第２条第４項 

８ 予算措置等

特記事項 

（１）令和４年度当初にて計上済み 380千円（報酬等） 

（２）第３次総合計画・分野別計画  ５子ども・教育「市立小・中学校適

正規模・適正配置の推進」にて位置付け 



静岡市教育委員会規則第  号 

静岡市立小・中学校の適正規模・適正配置方針の改定に係る臨時的事務を処理するための附

属機関に関する細目を定める規則をここに制定する。 

令和  年  月  日 

 

静岡市教育委員会 

教育長 赤 堀 文 宣 

 

静岡市立小・中学校の適正規模・適正配置方針の改定に係る臨時的事務を処理するため

の附属機関に関する細目を定める規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、静岡市附属機関設置条例（平成30年静岡市条例第17号）第２条第４項の

規定に基づき、静岡市立小・中学校の適正規模・適正配置方針の改定に係る臨時的事務を処

理するための附属機関（以下「附属機関」という。）に関し必要な細目を定めるものとする。 

（名称） 

第２条 附属機関の名称は、静岡市立小・中学校の適正規模・適正配置方針改定検討会とする。 

（所掌事務） 

第３条 附属機関の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１）静岡市立小・中学校の適正規模・適正配置方針の改定について調査審議すること。 

（２）静岡市立小・中学校の適正規模・適正配置方針の改定に関し、教育委員会に意見を述べ

ること。 

（組織） 

第４条 附属機関は、委員10人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。 

（１）教育分野に関し優れた識見を有する者 

（２）町内会、自治会その他地縁による団体の代表者 

（３）市立の小学校及び中学校の児童及び生徒の保護者を代表する者 

（４）市民 

（５）市立の小学校及び中学校の校長 

３ 教育長は、前項第４号に掲げる者を委員に選任するに当たっては、公募の方法によるよう

努めるものとする。 



（委員の任期等） 

第５条 委員の任期は、委嘱の日から令和５年３月31日までとする。 

２ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（会長） 

第６条 附属機関に会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、附属機関の会務を総理し、附属機関を代表する。 

４ 会長は、附属機関の会議の議長となる。 

５ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその

職務を代理する。 

（会議） 

第７条 附属機関の会議は、会長が招集する。 

２ 附属機関は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 附属機関の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、会長の決するとこ

ろによる。 

４ 附属機関は、必要があると認めるときは、附属機関の会議に関係者の出席を求め、その意

見又は説明を聴くことができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（この規則の失効） 

２ この規則は、令和５年３月31日限り、その効力を失う。 

 



○静岡市附属機関設置条例 

平成30年３月20日 

条例第17号 

改正 平成30年12月13日条例第79号 

平成31年３月20日条例第５号 

令和３年３月11日条例第５号 

（趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項及び地方公営企業法（昭和27

年法律第292号）第14条の規定に基づく本市の附属機関の設置等については、法令又は他の条

例に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。 

（設置） 

第２条 市の執行機関及び公営企業管理者（以下「執行機関等」という。）の附属機関として、

別表第１に掲げる附属機関を設置する。 

２ 前項の規定によるもののほか、執行機関等は、必要の都度、別表第２に掲げる附属機関を

設置する。 

３ 前２項の規定によるもののほか、執行機関等が必要があると認めるときは、臨時的事務を

処理するための附属機関（設置期間が１年以内のものに限る。）を設置する。 

４ 前項の附属機関の細目は、必要の都度、この条例の規定に準じて、執行機関等の規則（公

営企業管理者にあっては、管理規程をいう。以下同じ。）で定める。 

（所掌事務） 

第３条 附属機関の所掌事務は、別表第１及び別表第２の所掌事務の欄に定めるとおりとする。 

（組織） 

第４条 附属機関の委員の定数は、別表第１及び別表第２の定数の欄に定めるとおりとする。 

２ 委員は、別表第１及び別表第２の委員の構成の欄に定める者並びに執行機関等が必要があ

ると認める者のうちから、執行機関等が委嘱し、又は任命する。 

３ 執行機関等は、市民を附属機関の委員に委嘱する場合は、その選任の方法を公募によるよ

う努めるものとする。 

４ 執行機関等は、特別の事項を調査し、又は審議するため必要があると認めるときは、附属

機関に臨時の委員（以下「臨時委員」という。）を置くことができる。 

（委員） 

第５条 委員の任期は、別表第１及び別表第２の任期の欄に定めるとおりとする。ただし、 

参考（抜粋） 



 

議案第３１号 

 

静岡市教育委員会公印規則の一部改正について 

 

静岡市教育委員会公印規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和４年３月１１日提出 

 

静岡市教育委員会 

教育長  赤 堀 文 宣      

（教育委員会事務局教育局教育総務課） 

 

記 

１ 内  容   別紙のとおり 

２ 提案理由   令和３年度末をもって、清水中河内小学校、清水西河内小学校、清水和田

島小学校の３校が、清水両河内小学校に統合されること、また、令和３年度

中に文化財資料館が閉館したことから、令和４年度組織機構の改正に伴い、

所要の改正を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規２－(２) 

⑤ 



                      例規概要説明書 

審査議案 第   号 静岡市例規集３巻 5750頁 

 

例規概要説明書（教育委員会事務局教育総務課） 

１ 例規の名称 静岡市教育委員会公印規則（平成15年静岡市教育委員会規則第18号） 

２ 制定改廃の別

（該当を選択） 
□制定    ■一部改正    □全部改正    □廃止 

３ 制定改廃の

理由 

令和３年度末をもって、清水中河内小学校、清水西河内小学校、清水和

田島小学校の３校が、清水両河内小学校に統合されること、また、令和３

年度中に文化財資料館の閉館したことから、令和４年度組織機構の改正に

伴い、所要の改正を行うものである。 

４ 施行期日 令和４年４月１日 

５ 制定改廃の

概要 

（１）別表第１及び別表第２中「学校長印」の個数を131から129に変更す

ることとした。（第４条関係） 

（２）別表第１中「文化財資料館運営委員会委員長印」を削除することと

した。（第４条関係） 

（３）（２）の改正等に伴い、ひな形を変更することとした。（第４条関係） 

（４）この規則は、令和４年４月１日から施行することとした。 

６ 法的に検討

すべき事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 関係する法

令･条例等 

・静岡市立学校設置条例（平成15年静岡市条例第264号） 

・静岡市文化財資料館条例（平成15年静岡市条例第282号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

静岡市教育委員会規則第  号 

 静岡市教育委員会公印規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  令和  年  月  日 

 

                     静岡市教育委員会 

                     教育長 

 

   静岡市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 

 静岡市教育委員会公印規則（平成15年静岡市教育委員会規則第18号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第１の１一般公印の表中 

「 

学校長印 ６ てん書 正方形 方18 131 各校長  を 

                                        」 

「 

学校長印 ６ てん書 正方形 方18 129 各校長  に、 

                                        」 

「 

文化財保護審議会会

長印 

９ てん書 正方形 方 18 １ 観光交流文化

局文化財課長 
 を 

文化財資料館運営委

員会委員長印 

７ てん書 正方形 方 18 １ 観光交流文化

局文化財課長 

                                        」 

「 

文化財保護審議会会

長印 

９ てん書 正方形 方 18 １ 観光交流文化

局文化財課長 
 に 

                                        」 

改め、別表第１の２ひな形中 

 

 



 

「 

５   

静岡市（立）   

〇 〇 館  を  

（所）長印   

   

       」 

「 

５   

静 岡 市 立   

〇 〇 〇 に、  

所 長 印   

   

       」 

「 

７   

静岡市（立）   

〇 〇 会  を  

委 員 長 印   

   

       」 

「 

７   

静 岡 市 立   

〇 〇 会 に改める。 

委 員 長 印   

   

       」 

 別表第２の１専用公印の表中 



 

「 

学校長印 ４ てん書 正方形 方30 131 各校長 卒業証書、修了証

書、賞状、表彰状及

び感謝状用 

 を 

                                        」 

 

「 

学校長印 ４ てん書 正方形 方30 129 各校長 卒業証書、修了証

書、賞状、表彰状及

び感謝状用 

 に 

                                        」 

改める。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、別表第１の１一般公印の改正規定中

文化財資料館運営委員会委員長印に係る部分及び別表第１の２ひな形の改正規定は、公布の日

から施行する。 



静岡市教育委員会公印規則（平成15年静岡市教育委員会規則第18号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

【第１条～第７条】（略） 【第１条～第７条】（略） 

    附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、別表第１の１ 

一般公印の改正規定中文化財資料館運営委員会委員長印に係る部分及び 

別表第１の２ひな形の改正規定は、公布の日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

【別記1】 

 

現行 

名称 ひな形番号 書体 形状 寸法（ミリメート

ル） 

個数 保管者 

教育委員会印 １ てん書 正方形 方21 １ 教育総務課長 

教育長印 ３ てん書 正方形 方20 １ 教育総務課長 

教職員課長印 ４ てん書 正方形 方18 １ 教職員課長 

学校教育課長印 ４ てん書 正方形 方18 １ 学校教育課長 

学校給食課長印 ４ てん書 正方形 方18 １ 学校給食課長 

学校給食センター所長印 ５ てん書 正方形 方18 10 各学校給食センター所長 

学校長印 ６ てん書 正方形 方18 131 各校長 

小学校及び中学校通学区域審議会委員長

印 

７ てん書 正方形 方18 １ 児童生徒支援課長 

学校給食センター運営協議会会長印 ９ てん書 正方形 方18 １ 学校給食課長 

社会教育委員印 ８ てん書 正方形 方18 １ 教育総務課長 

文化財保護審議会会長印 ９ てん書 正方形 方18 １ 観光交流文化局文化財課長 

文化財資料館運営委員会委員長印 ７ てん書 正方形 方18 １ 観光交流文化局文化財課長 

登呂博物館協議会会長印 ９ てん書 正方形 方18 １ 登呂博物館長 



芹沢 介美術館協議会会長印 ９ てん書 正方形 方18 １ 芹沢 介美術館長 

スポーツ推進審議会会長印 ９ てん書 正方形 方18 １ 観光交流文化局スポーツ振

興課長 

自然の家運営協議会会長印 ９ てん書 正方形 方18 １ 教育総務課長 

図書館協議会会長印 ９ てん書 正方形 方18 １ 中央図書館長 

 

１ ２ ３ ４ ５ 

 

削除 

   

６ ７ ８ ９   

 
   

  

 

 



改正後（案） 

名称 ひな形番号 書体 形状 寸法（ミリメート

ル） 

個数 保管者 

教育委員会印 １ てん書 正方形 方21 １ 教育総務課長 

教育長印 ３ てん書 正方形 方20 １ 教育総務課長 

教職員課長印 ４ てん書 正方形 方18 １ 教職員課長 

学校教育課長印 ４ てん書 正方形 方18 １ 学校教育課長 

学校給食課長印 ４ てん書 正方形 方18 １ 学校給食課長 

学校給食センター所長印 ５ てん書 正方形 方18 10 各学校給食センター所長 

学校長印 ６ てん書 正方形 方18 129 各校長 

小学校及び中学校通学区域審議会委員長

印 

７ てん書 正方形 方18 １ 児童生徒支援課長 

学校給食センター運営協議会会長印 ９ てん書 正方形 方18 １ 学校給食課長 

社会教育委員印 ８ てん書 正方形 方18 １ 教育総務課長 

文化財保護審議会会長印 ９ てん書 正方形 方18 １ 観光交流文化局文化財課長 

                                            

登呂博物館協議会会長印 ９ てん書 正方形 方18 １ 登呂博物館長 

芹沢 介美術館協議会会長印 ９ てん書 正方形 方18 １ 芹沢 介美術館長 

スポーツ推進審議会会長印 ９ てん書 正方形 方18 １ 観光交流文化局スポーツ振

興課長 



自然の家運営協議会会長印 ９ てん書 正方形 方18 １ 教育総務課長 

図書館協議会会長印 ９ てん書 正方形 方18 １ 中央図書館長 

 

１ ２ ３ ４ ５ 

 

削除 

  

 

６ ７ ８ ９   

 
   

  

 

【別記2】（略） 

 

 

 



【別記3】 

 

現行 

名称 ひな形番

号 

書体 形状 寸法（ミリメー

トル） 

個数 保管者 用途 

教育委員会印 １ てん書 正方形 方30 １ 教育総務課長 賞状、表彰状及び感謝状用 

教育委員会印 ５ てん書 正方形 方21 １ 総務課長 市長の補助機関たる職員に補助執

行させる事務用 

教育長印 ２ てん書 正方形 方21 １ 教育総務課長 教育委員会が教育長に委任する事

務（他の専用公印の用途に定めら

れたものを除く。）用 

教育長印 ６ てん書 正方形 方21 １ 総務課長 市長の補助機関たる職員に補助執

行させる事務のうち、教育委員会

が教育長に委任する事務用 

教育長印 ３ てん書 正方形 方30 １ 教育総務課長 賞状、表彰状及び感謝状用 

教育長印 ７ てん書 正方形 方21 １ 学校教育課長 教育委員会が教育長に委任する事

務のうち、特別支援学校の区域外

就学、特別支援学級、通級指導及

び幼児言語教室に関する事務用 

教育長印 ７ てん書 正方形 方21 １ 児童生徒支援課長 教育委員会が教育長に委任する事



務のうち、学齢簿、区域外就学、

就学援助及び奨学金に関する事務

用 

教育長印 ７ てん書 正方形 方21 １ 教育センター所長 教育委員会が教育長に委任する事

務のうち、後援名義、教員研修及

び教育実践推進校の指定に関する

事務用 

学校長印 ４ てん書 正方形 方30 131 各校長 卒業証書、修了証書、賞状、表彰

状及び感謝状用 

 

改正後（案） 

名称 ひな形番

号 

書体 形状 寸法（ミリメー

トル） 

個数 保管者 用途 

教育委員会印 １ てん書 正方形 方30 １ 教育総務課長 賞状、表彰状及び感謝状用 

教育委員会印 ５ てん書 正方形 方21 １ 総務課長 市長の補助機関たる職員に補助執

行させる事務用 

教育長印 ２ てん書 正方形 方21 １ 教育総務課長 教育委員会が教育長に委任する事

務（他の専用公印の用途に定めら

れたものを除く。）用 

教育長印 ６ てん書 正方形 方21 １ 総務課長 市長の補助機関たる職員に補助執



行させる事務のうち、教育委員会

が教育長に委任する事務用 

教育長印 ３ てん書 正方形 方30 １ 教育総務課長 賞状、表彰状及び感謝状用 

教育長印 ７ てん書 正方形 方21 １ 学校教育課長 教育委員会が教育長に委任する事

務のうち、特別支援学校の区域外

就学、特別支援学級、通級指導及

び幼児言語教室に関する事務用 

教育長印 ７ てん書 正方形 方21 １ 児童生徒支援課長 教育委員会が教育長に委任する事

務のうち、学齢簿、区域外就学、

就学援助及び奨学金に関する事務

用 

教育長印 ７ てん書 正方形 方21 １ 教育センター所長 教育委員会が教育長に委任する事

務のうち、後援名義、教員研修及

び教育実践推進校の指定に関する

事務用 

学校長印 ４ てん書 正方形 方30 129 各校長 卒業証書、修了証書、賞状、表彰

状及び感謝状用 

 

【別記4】（略） 



 

議案第３２号 

 

静岡市教育センター処務規則の一部改正について 

 

静岡市教育センター処務規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

令和４年３月１１日提出 

 

静岡市教育委員会 

教育長  赤 堀 文 宣      

（教育委員会事務局教育局教育総務課） 

 

記 

１ 内  容   別紙のとおり 

２ 提案理由   令和４年度組織機構改正に伴い、企画係を管理係と研修第１係へ再編す 

ることから、所要の改正を行うものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規２－(２) 

⑥ 



                      例規概要説明書 

審査議案 第   号 静岡市例規集３巻 5810頁 

 

例規概要説明書（教育委員会事務局教育総務課） 

１ 例規の名称 静岡市教育センター処務規則（平成17年静岡市教育委員会規則第３号） 

２ 制定改廃の別

（該当を選択） 
□制定    ■一部改正    □全部改正    □廃止 

３ 制定改廃の

理由 

令和４年度組織機構改正に伴い、教育センター全体の統制機能を高める 

ため、企画係を管理係と研修第１係へ再編することから、所要の改正を行

うものである。 

４ 施行期日 令和４年４月１日 

５ 制定改廃の

概要 

（１）教育センターの組織として、「企画係」を「管理係」と「研修第１係」

に分割し、これに伴い、「研修係」を「研修第２係」へ係の名称を変更

する。（第２条関係） 

（２）この規則は、令和４年４月１日から施行することとした。 

６ 法的に検討

すべき事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 関係する法

令･条例等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

静岡市教育委員会規則第  号 

 静岡市教育センター処務規則の一部を改正する規則をここに制定する。 

  令和  年  月  日 

 

                     静岡市教育委員会 

                     教育長 

 

   静岡市教育センター処務規則の一部を改正する規則 

 静岡市教育センター処務規則（平成17年静岡市教育委員会規則第３号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条第２項中 
「企画係 

 研修係」
を

「管理係 

 研修第１係 

 研修第２係」 

に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 



静岡市教育センター処務規則（平成17年静岡市教育委員会規則第３号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

【第１条】 （略） 【第１条】 （略） 

（組織） （組織） 

第２条 教育センターに所長及び所長補佐を置く。 第２条 教育センターに所長及び所長補佐を置く。 

２ 教育センターに、次に掲げる係及び室を設け、係に係長を、室に室

長を置く。 

２ 教育センターに、次に掲げる係及び室を設け、係に係長を、室に室

長を置く。 

企画係 管理係 

研修係 研修第１係 

 研修第２係 

学校図書館支援室 学校図書館支援室 

情報教育支援室 情報教育支援室 

３ 前２項に掲げるもののほか、教育センターに参事、主幹、副主幹及

び主査を置くことができる。 

３ 前２項に掲げるもののほか、教育センターに参事、主幹、副主幹及

び主査を置くことができる。 

４ 所長、参事、所長補佐、主幹、係長、室長、副主幹及び主査は、職

員のうちから教育委員会が命ずる。 

４ 所長、参事、所長補佐、主幹、係長、室長、副主幹及び主査は、職

員のうちから教育委員会が命ずる。 

【第３条～第９条】 （略） 【第３条～第９条】 （略） 

          附 則 

                        この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 


